
（表）

年 月 日

1  福井県庁生活協同組合を継続します。（退職継続組合員となります。）

2  福井県庁生活協同組合を脱退します。

（上記の数字のどちらかに○をし、太枠内をご記入ください。）

※ 裏面の退職継続組合員加入申請書、又は出資金払戻申請書を必ずご記入ください。

上記2 脱退の場合の出資金払戻日程、お申し出後の県庁生協のご利用について

■

■

■

■

この用紙にてお預かりする個人情報については、以下の目的のために利用させていただきます。

・ 組合員情報を管理するため

・ 組合員の出資金を管理するため、また出資金を返金するため

・

・ ご利用明細のお知らせ及びご利用代金のご請求及び回収のため

・ アフターサービスや商品事故などへの対応のため

・ お問い合わせへの対応やご連絡

・ 福井県庁生活協同組合の商品・サービス・運営の改善に関わるご意見の集約のため

・ 福井県庁生活協同組合の事業や運営、活動に関わる情報の提供のため

福井県庁生活協同組合 

↪ 裏面の出資金払戻請求書をご記入ください。（出資證券もお返しいただくことになります。）

↪ 裏面の退職継続組合員加入申請書をご記入ください。

　出資金払戻日程、今後の県庁生協のご利用については下記をご覧ください。

職員番号

フリガナ
退職時
所属名氏　名

福井県庁生活協同組合記入欄

福井県県庁生活協同組合 理事長 様

記入日：

退職に伴う継続・脱退確認書

　　年　　月　　日
県庁生協
受付日

印　

福井県庁生活協同組合事業における商品及び各種サービス案内の注文受付お届けまたは提供のため

裏面へ続きます。

上記2に○をご記入の方で、2月末日迄に手続き完了の方は3月31日に出資金をお返しいたします。

脱退の場合、当生協の組合員資格を喪失しますので、組合員特典サービス等は受けられなくなります。

組合員証兼DCゴールドカードの利用中止は、(株)福井カード（TEL：0776-21-7881）まで

ご連絡をお願いいたします。

裏面の払戻請求書に、お手持ちの出資證券を添えてご提出ください。紛失の場合は紛失届けが必要になります。

円
お預かりしてい

る
出資金額

円
お預かりしている

出資配当金計
円

預り金
総合計



（裏）

※ 表面の1の継続される方は、下記内容をご記入ください。

年 月 日

福井県庁生活協同組合の退職継続組合員としての加入にあたり、以下の内容に同意いたします。

印

※ 表面の2の脱退される方は、下記内容をご記入ください。

年 月 日

福井県庁生活協同組合の脱退にあたり、出資金の払戻を申請します。

印

※振込手数料が発生した場合は、ご本人様にご負担いただきます。

※生協記入欄

出資金は、2月末日迄に手続きが完了された場合、

3月31日にお返しいたします。
※福泉組合、労働金庫への振込手数料は無料です。

受付 事務 電算 確認

福井県庁生活協同組合 理事長 様

記入日：

退職継続組合員加入申請書

氏　名

自宅住所

電話番号 自宅　　　  　 －　　　　　－

〒　　　－

携帯　　　　  －　　　　　－

氏　名

自宅住所

電話番号 自宅　　　  　 －　　　　　－

福井県庁生活協同組合 理事長 様

記入日：

〒　　　－

携帯　　　　  －　　　　　－

口座名義

フリガナ

出資金の振り込み先について

金融機関名

※下記コードが不明の場合は、記入不要です。

金融機関コ－ド

銀行・信組

労金・農協

預金種目 口 座 番 号（右詰めでご記入ください。）

支 店 名 支店コ－ド本店・支店

普　通　　・　　当　座

※ご希望の方には、チラシ・展示会のご案内をご自宅へ送付しております。

　希望される方はチェックしてください。　　　□ チラシ等の案内を希望する。

出資金払戻請求書

１．退職継続組合員は定款及び退職継続組合員などに関する規則に同意します。
　　次の各号に該当する場合は組合員資格を喪失したものとし除名・みなし脱退とする。
　（1）県庁生協の事業を正当な理由がなく、１年間利用しない場合(除名)
　（2）住所の変更届けを２年間行わなかった場合(みなし脱退)
 　(3) 県庁生協からの郵便物等が届かず住所等が不明の場合(みなし脱退)
２．第９条　本規則第８条に定める組合員資格の喪失による出資金の払い戻し請求権は、消費生活協同組合法２３条によ
　り組合員資格喪失のときから２年間とし、これを経過した場合出資金の払い戻し請求権は消滅する。


